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５４ 

（１）徳島市交通バリアフリー基本構想策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法

律（平成１２年法律第６８号。以下「法」という。）第６条に規定する「移動円滑化基本

構想」の策定に必要な事項について検討するため、徳島市交通バリアフリー基本構想策

定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 重点整備地区（法第２条第７項に規定する「重点整備地区」をいう。）の位置、及び

区域に関する事項。 

 (2) 特定経路（法第２条第７項第２号に規定する「特定経路」をいう。）の現状、課題等

に関する事項。 

(3) 実施すべき特定事業（法第２条第８項に規定する「特定事業」をいう。）に関する

事項。 

(4) その他、基本構想策定に関し必要な事項。 

 （委員） 

第３条 委員会は、委員３０名以内で構成する。 

 ２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、または任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 高齢者、障害者団体等の代表者 

(3) 市民 

(4) 公共交通事業者 

(5) 関係行政機関の職員 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会には、委員長及び副委員長をそれぞれ１人置く。  

 ２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

 ３ 委員長は、会務を総括する。 

 ４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。 

 ２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、

意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、開発部都市デザイン室が行う。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員に諮って定める。 

附則 

１ この要綱は、平成１６年６月１８日から施行する。 

２ この要綱による最初の委員会の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が

召集する。 



 

５５ 

（２）徳島市交通バリアフリー基本構想策定委員会委員名簿 

 

◎ は 委員長を示す  

○ は 副委員長を示す 

（敬称略） 

委員の区分 氏名 所属 職名 

学識経験者 ◎近藤 光男 徳島大学大学院 教授 

高齢者、 

障害者関連団体 

添田 喬 

林 德太郞 

新居 正規 

社会福祉法人徳島市社会福祉協議会 

財団法人徳島市身体障害者連合会 

徳島市老人クラブ連合会 

会長 

会長 

会長 

市民 

中西 祥晴 

吉村 弘 

岩丸 定 

○中村 正則 

 

 阿部 美樹生 

内町地区町内会連合会 

新町地区町内会連合会 

渭北地区町内会連合会 

社団法人徳島県建築士会 

バリアフリー研究会 

徳島ユニバーサルデザイン研究会 

副会長 

会長 

会長 

代表幹事

 

会長 

公共交通事業者 

守谷 眞一 

 橋本 寛幸 

 鴻野 博 

四国旅客鉄道株式会社徳島企画部 

徳島バス株式会社営業部運輸課 

徳島市交通局総務課 

部長 

課長 

課長 

関係行政機関 

 本田 肇 

 

 原本 正 

 

 中尾 奣 

 

増田 文計 

仁木 勉 

中野 滋 

藤永 秀樹 

中野 博史 

野口 武夫 

多田 哲 

山村 茂樹 

多田 昭弘 

松田 卓男 

大村 順一 

国土交通省四国地方整備局 

徳島河川国道事務所交通対策課 

国土交通省四国運輸局交通環境部 

消費者行政課 

国土交通省四国運輸局徳島運輸支局 

総務企画課 

徳島県県土整備部交通政策課 

徳島県県土整備部道路保全課 

徳島県県土整備部道路計画チーム 

徳島県警察本部交通部交通規制課 

徳島県東警察署交通第１課 

徳島市土木部道路維持課 

徳島市土木部道路建設課 

徳島市保健福祉部ながいき課 

徳島市保健福祉部福祉事務所福祉課 

徳島市市民環境部市民生活課 

徳島市開発部開発課 

課長 

 

課長 

 

課長 

 

課長 

参事 

企画監 

課長 

課長 

課長 

参事 

課長 

課長 

課長 

課長 



 

５６ 

（３）基本構想策定の経緯 

 

年 開催日 会議名等 協議・検討内容 

7 月 7 日 第１回 策定委員会 

・基本構想策定スケジュール 

・交通バリアフリー法の概要について 

・平成 15 年度の基礎調査の報告 

・徳島市における交通バリアフリー整備の基本方針 

 ～重点整備地区（案）、特定経路（案）を中心として

・高齢者、身体障害者の意向調査の方法について 

９月 30 日 第２回 策定委員会 
・高齢者、身体障害者、地区住民等の意向調査について

・重点整備地区と特定経路について 

10 月 14 日 バリアフリー現地点検

・高齢者（３名）、身体障害者（９名）参加の現地点検

・徳島駅、徳島駅前広場、国道 192 号、主要地方道徳

島停車場線、市道 0100 号、市道 0200 号、市道

0407 号を対象に実施 

・ワークショップにて問題点を整理 

12 月１日 道路分科会（国道） 

・重点整備地区内の国道の現況について 

・重点整備地区内での事業計画について 

・特定経路について 

12 月 20 日 道路分科会（県道） 

・重点整備地区内の県道の現況について 

・重点整備地区内での事業計画について 

・特定経路について 

平
成
16
年 

12 月 22 日 道路分科会（市道） 

・重点整備地区内の県道の現況について 

・重点整備地区内での事業計画について 

・特定経路について 

１月 11 日 
道路分科会 

（国道、県道、市道）

・特定経路等の設定について 

・整備水準について 

２月 14 日 第３回 策定委員会 
・特定経路等の設定について 

・特定事業、その他の事業に関する事項について 

平
成
17
年 

３月 24 日 第４回 策定委員会 

・特定経路等の設定について 

・特定事業、その他の事業に関する事項について 

・平成 17 年度の予定について 
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